
2022.9

－ 12 －

　日本の損害賠償命令のように刑事裁判の中で金額が確定していきます。その後、本来は加害者が被害者に支払う
べき損害賠償の金額を犯罪被害者庁が立て替え払いします。

　犯罪被害者庁を持っている国は、世界でおそらくスウェーデンとノルウェーの２カ国です。
　それについて、ダイジェストとしてお話します。
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－ 13 －

　スウェーデンとノルウェーで少し役所の名前が違います。
　犯罪被害者庁の特徴の１つは、法務省でも警察でもなく独立していることです。
　２つめは、多くは法曹資格者であり、犯罪被害に特化したプロフェッショナルな集団です。
　３つめは、一元性です。日本ではいろんな役所が犯罪被害支援に携わっていますが、ここへ行けば犯罪被害支援
を受けられます。

　強制執行庁は、犯罪被害者庁が被害者に立て替え払いした金額を、本来支払うべき加害者に対して請求します。
これを求償といいます。



2022.9

－ 14 －

　個人識別番号が全員に付いて、生活などあらゆる面にタグ付けされており、国が加害者の収入や財産も把握しや
すいので、回収率が高いのです。
　それは、国の透明性があり、国民が国に絶対の信頼を置いているからです。

　そもそも教育費や医療費は原則として無料です。犯罪被害者の方々も福祉制度である程度カバーされます。それ
でも、「犯罪被害者を元の地位まで戻さないとならない。そのために被害者庁が必要だ。」ということで創ったのです。
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　北欧の犯罪被害者庁は、国が透明であること、国への信頼が大きなポイントになっていることと、人は平等であ
るというごく当たり前のことを皆さんが思っています。
　被害に陥ってしまった時の立場を考えて、「元の位置まで戻す」ことを国一丸となって考えており、その事が社
会を良くしていくと、北欧の方はごく普通に思っています。

　犯罪被害者庁を創るには、財源の確保が問題になります。
　財源の確保の一つは加害者からの求償です。
　後は犯罪被害者基金や罰金です。罰金は国庫に帰属されて、年間 450 億円ほどあるので、一部を被害者支援に
回す方法もあります。アメリカではこのような方法をとっているところもあります。




